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第５回 スタートアップ・ＤＸ・ＧＸ ワーキング・グループ 

議事録 

 
１．日時：令和６年12月19日（木）9:30～11:17 

２．場所：オンライン会議 

３．出席者： 

（委員）落合孝文（座長）、堀天子  
（専門委員）岩崎薫里、川本明、瀧俊雄、藤本あゆみ、増島雅和、宮下和昌 

（有識者）杉山 正和 東京大学先端科学技術研究センター教授 

（事務局）稲熊次長、山田参事官 

（説明者） 

篠原正喜  株式会社小松製作所 執行役員 開発本部 副本部長 

石原 卓  株式会社小松製作所 CTO 室 技監 

岩間厚樹  株式会社小松製作所 コマツ経済戦略研究所 企画・渉外グループ プロジェクトマネージャー  

斎藤真一  株式会社アイ・ピー・エー 制御性能開発グループシニアチーフエンジニア  

川畑健太郎 デンヨー株式会社 研究開発部 第二課長 

松尾清二  デンヨー株式会社 研究開発部長 兼 知的財産部長 

藤江勝之  デンヨー株式会社 研究開発部 第一課長 

殿木文明  経済産業省 大臣官房審議官（産業保安・安全担当） 

前田 了  経済産業省 大臣官房産業保安・安全グループ電力安全課長 

牟田 徹  経済産業省 大臣官房産業保安・安全グループ 保安政策課高圧ガス保安室長 

 

４．議題： 

 （開会） 

  水素社会の実現に向けた規制改革②：可搬式発電機 

 （閉会） 

  

５．議事概要： 

○山田参事官 定刻となりましたので、ただいまから、規制改革推進会議第５回「スター

トアップ・DX・GXワーキング・グループ」を開催いたします。 

 本日はオンラインで開催しております。 

 本日のワーキング・グループは、内閣府規制改革推進室のユーチューブチャンネルにお

きましてライブ配信を実施しております。御視聴中の方は、動画の概要欄にあるURLから資

料を御覧ください。 

 なお、会議中は画面をオンにし、マイクはミュートでお願いいたします。御発言の際は
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ミュートを解除して御発言ください。 

 本日は、落合座長、岩崎専門委員、川本専門委員、瀧専門委員、藤本専門委員、増島専

門委員、宮下専門委員が御出席です。また、堀委員が10時頃から御出席される予定です。 

 さらに、東京大学先端科学技術研究センター所長の杉山正和教授に水素に係る専門家と

して第１回に引き続き御参加いただいております。 

 以降の議事進行につきましては、落合座長にお願いいたします。 

○落合座長 落合でございます。 

 それでは、本日の議題に入ります。本日は、「水素社会の実現に向けた規制改革②：可

搬式発電機」について御議論いただきます。 

 まず、本議題に係る要望者からヒアリングをいたします。最初に、株式会社小松製作所、

デンヨー株式会社から御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○株式会社小松製作所（斎藤） 皆様、おはようございます。資料を投影いたします。 

 改めまして、コマツのエンジン開発センター（IPA）の斎藤と申します。本日はこのよう

な機会を設けていただき、誠にありがとうございます。 

 本日のテーマは、可搬形水素混焼発電機についてです。建設機械用エンジンを製作して

おりますコマツと発電機メーカーでありますデンヨー様と共同で本日は御説明いたします。 

 冒頭に、私から簡単にコマツの御紹介をいたします。コマツは1921年に設立され、現在

ではグローバル、世界中にビジネスを展開しております。建設、鉱山機械メーカーでは、

売上規模世界第２位の企業です。主要商品としましては、建設・鉱山機械、小型機械、林

業機械、また、産業機械などとなっております。 

 ここで、コマツの特徴の一つなのですが、建設機械の性能を左右するエンジン、パワー

トレイン、油圧機器などのキーコンポーネントを自社で開発・生産していることがありま

す。このことはコマツの競争力にとって非常に重要であり、小山工場ではこれらキーコン

ポーネントを開発・生産し、世界中のコマツ車体工場へ供給しております。 

 このページでは、小山工場生産のディーゼルエンジンラインナップを御紹介いたします。

一番小さいエンジンは、排気量2.4リッターから最大の排気量46.3リッターまであり、建設

機械だけでなく鉄道用、発電機にも搭載されております。 

 さて、コマツ自社コンポーネントによるコマツ製品の品質と信頼性の追求に加えて、持

続可能な成長を目指す上でもう一つ欠かせないキーワードが脱炭素、カーボンニュートラ

ルになります。コマツでは、2050年カーボンニュートラルを実現することをチャレンジ目

標として掲げております。その答えの一つが、2023年度に日本や欧州で販売・レンタルを

開始した電動化建機になります。コマツでは７機種の電動化建機を市場投入し、GX建設機

械の初回認定を取得するなど、取組を加速させております。 

 しかし、現在、電動化建設機械には給電インフラ、充電のハードルというものがありま

す。それはどうしてなのかと申しますと、ここにありますが、乗用車は自力で充電に行け

ますが、電動化建機では自力で充電の場所に行くことが難しいということに起因しており
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ます。そのために、このような充電方式の中から電動化建機の使われている場所に応じた

方式を選択・準備し、充電することが必要となっております。 

 そこで、このたび、カーボンニュートラルに向けて、電動ミニショベルの給電用として、

また、水素も活用した可搬式水素混焼エンジン発電機のコンセプト機をデンヨー様と共同

で開発しました。実証実験を実施し、お客様の現場での給電のニーズ、ノウハウ、さらに

水素活用に向けた課題を明確にしようとするものです。 

 この水素混焼発電機のコンセプト機について御説明いたします。コマツの水素混焼エン

ジンと充電器を搭載したパッケージになっております。水素を40％混焼させて電動ミニシ

ョベル、PC30E－６に約1.8時間で充電することができるものです。この電動ミニショベル

の稼働現場には、このパッケージをトラックで運搬して持っていきます。また、水素と軽

油についてはさらに別々のトラックで運搬するというものになっております。 

 もう一つ、このコンセプト機を建設現場のカーボンニュートラル実現を目指して実証実

験を行った状況を示したものがこちらのニュースになっております。この実証実験の結果、

様々な成果を得ることができました。また、水素活用に向けた課題も同じく見えてまいり

ました。 

 ここでもう一つ、水素混焼発電機の例を御紹介したいと思います。水素混焼発電機は建

設現場だけでなく、工場のカーボンニュートラルの推進にも活用することができます。弊

社の小山工場にもこのような250キロワットの水素混焼発電機を設置して活用しておりま

す。工場での水素混焼発電機は、電気事業法、高圧ガス保安法などを遵守して稼働させて

おります。 

 それでは、ここから先はデンヨー様にバトンタッチをいたします。 

○デンヨー株式会社（川畑課長） では、続けます。デンヨー株式会社の川畑でございま

す。本日はこのような機会を設けていただきまして、誠にありがとうございます。 

 最初に、簡単に弊社の御紹介です。デンヨー株式会社は創業76年を超え、発電機、溶接

機などを取り扱っております。連結売上高は731億円で、このうち615億円ほど、80％以上

がエンジン発電機の売上げとなっております。 

 エンジン発電機は、建設現場や災害現場をはじめ、様々な場面で動力源や生活電源とし

てお使いいただいています。大きさは様々ですが、今写っている右の写真では、工事現場

などでお使いいただくことが多い発電出力150kVAの発電機で、トラックに載せて運搬する

形になっております。 

 一口にエンジン発電機と申しましても、冒頭申しました工事現場や災害現場などに用い

る発電機は移動用発電設備として分類され、可搬形発電機と呼んでおります。工事現場で

は、その電源を商用電源から供給されることもありますけれども、商用電源から引くこと

が困難な場合や、あるいは工事の工程によって一時的に必要な電力が増える場合など、エ

ンジン発電機が活躍しております。 

 身近なところの活用例として、左上の写真は一時的に電気が必要になる野外フェスの例
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です。野外イベントなどでも多くエンジン発電機が使われております。中央の写真は地下

鉄工事、右下の写真は再開発事業の工事現場で使われている例です。数日とか、数か月と

か、発電機が必要なその期間、現地に置かれて使われております。 

 このような可搬形のエンジン発電機の国内市場規模として、日本内燃力発電設備協会が

可搬形発電設備として認証した製品に貼る適合マークの発行数をお示しします。日本国内

向けに年間おおよそ１万数千台が生産・販売されていることが分かります。 

 エンジン発電機の構造は御覧のとおりになります。箱型のボンネットの中にエンジン、

発電機、制御装置など、発電に必要な部品を内蔵しています。トラックなどで運んでクレ

ーンやフォークリフトを使って降ろしてすぐに使用開始できる構造になっているのが特徴

です。このように、使いやすい構造でエンジン発電機は産業や人々の生活をお支えしてお

りますけれども、軽油を燃料としていることから、排気ガスに地球温暖化効果ガスの一つ

であるCO2が含まれていることが欠点とも言えます。エンジン発電機を多く使っていただ

いている現場からは、CO2排出削減への要望が高まっております。国内の産業部門のCO2排

出量のうち1.4％が建設機械から排出されているとされ、建設業ではCO2排出削減に対して

目標値を示して取組をされていると承知しております。 

 具体的には、ディーゼルエンジンに代わる機器の導入として電動化や水素活用が検討さ

れておられますが、我々デンヨーでは、運ぶことが可能なエネルギーであることから、水

素の活用に注目しています。水素を活用した発電機の開発として、燃料電池を使った電源

車や可搬形発電装置、あるいは水素を燃料とするエンジン発電機の開発に取り組んでいま

す。水素を燃料とするエンジン発電機としては、軽油と水素を両方燃料とする水素混焼エ

ンジン発電機と、水素のみを燃料とする水素専焼発電機とがございます。両方ともデンヨ

ーとしては開発を進めておりますけれども、従来の軽油を燃料とするディーゼルエンジン

に作動原理が似ている水素混焼エンジン発電機の開発が先行しており、これは既に実用化

が始まっている段階にあります。また、水素のみを燃料とする水素専焼エンジン発電機も、

今、まさに実用化に向けた開発が進められております。 

 さて、軽油を燃料として普及してきたエンジン発電機ですけれども、新たに水素を燃料

とすることでもちろん燃料の取扱いが変わってきますし、安全に活用するために守るべき

法規も変わってまいります。水素を燃料とするエンジン発電機を運用する上で関連する法

規を幾つかお示しいたします。発電機利用に当たっての手続等は電気事業法で定められて

います。また、発電機の燃料として水素を使うに当たり、離隔距離の確保や貯蔵と消費に

関する届出など、供給圧力に応じて必要になる届出など、これらは高圧ガス保安法で定め

られております。本日はこのうち１行目に記した電気事業法に関連する要望と、一番下の

行に記した高圧ガス保安法に関する要望について御説明いたします。 

 最初に、電気事業法に関連した点を御説明いたします。御覧の表に、エンジン発電機の

使用に当たり使用者が行う手続についてまとめました。右の列に記した水素を燃料とする

発電出力10キロワット以上のエンジン発電機は、中央の列に記したディーゼルエンジン発
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電機に比べて手続が多く必要とされています。表の上から１行目の保安規程の届出と２行

目の電気主任技術者の選任は、ディーゼルエンジン発電機も水素エンジン発電機も同じこ

とです。これによって安全が担保されます。 

 ところが、３行目に記した工事計画書の届出は、ディーゼルエンジン発電機であれば離

島の発電所のような規模に相当する１万キロワット以上で必要とされる手続であります。

また、４行目のボイラー・タービン主任技術者の選任、５行目の使用前自主検査、６行目

の使用前安全管理審査はディーゼルエンジン発電機では必要とされておりません。このよ

うに、水素を使うに当たって新たに必要となる手続に使用者が対応できるかどうか、実施

に当たり困難を伴うことが予想されております。 

 具体的に法規対応の困難な点を説明申し上げます。 

 １つ目、工事計画書の提出ですけれども、これは届出が受理されてから30日を経過した

後でなければ工事着工ができず、急な工事や災害に対応できないとされております。先ほ

ど申しました短期間で用います可搬形の用途においては工事計画の対象外にする、あるい

は工事計画に代わる書類で安全を担保できないか、保安規程や電気主任技術者の選任もご

ざいますので、ほかの手段で代替できないかということを御要望申し上げます。 

 次に、ボイラー・タービン主任技術者の選任でございます。ボイラー・タービン主任技

術者は資格取得のために試験がなく、申請にはボイラー、あるいはタービン、あるいは燃

料電池での実務経験が一定以上必要な資格であります。エンジン発電機の運用現場におい

て、こうした新たな人材を確保することが困難であると考えております。 

 また、ボイラー・タービン主任技術者は兼任についても運用上制約があると承知してお

ります。この点について、まず燃料である水素の取扱いについては、高圧ガス保安法を遵

守することで十分に安全を担保することができるという仕組みづくりで代替できないか、

そして、発電機側の安全担保ですけれども、これは技術基準により発電機本体内の構造を

規定して安全を担保できる仕組みが検討できないかといったことをボイラー・タービン主

任技術者の選任に代わる方法として御要望申し上げます。 

 次に、使用前自主検査、それから、併せて使用前安全管理審査でございますけれども、

水素を燃料とするエンジン発電機になったことで外観検査、あるいは保護装置の試験、負

荷試験といったものが必要とされて、それらが全て検査合格にならないと運転できない。

しかも、使用前自主検査の方法やその実施状況について登録審査機関による審査を受ける

必要があるということが、可搬形の運用に対してはなかなか対応が困難かなと考えており

ます。 

 もともとこれらが必要な火力発電所を見てみますと、メーカーの異なる発電機やタービ

ンというものを組み合わせて発電所内で組み上げて用いますので、ある程度必要であろう、

ところが、可搬形発電機というのは、冒頭申しましたようにパッケージをそのまま使う構

造であります。ですので、メーカー出荷時の構造上の変更がないそのままをユーザーで使

われますので、メーカー等の工場検査などといったもので代用できる仕組みを検討できな
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いかということを要望したいと思っております。 

 ここで説明者を替わります。少々お待ちくださいませ。 

○株式会社小松製作所（斎藤） 最後のページになります。法規対応の困難な点、水素の

貯蔵と消費・供給圧力についてです。高圧ガス保安法では、水素消費量が第一種製造事業

所相当となった場合、その上で圧縮や減圧などを行うと、製造設備として保安係員の選任

が必要となります。今後、水素混焼発電機で燃料として水素を使用していくために、安全

を十分に担保できる状況では、この保安係員の選任の条件を緩和していただけないかとい

うお願いをしたいと考えております。保安係員についてですが、その選任要件の一つとし

て高圧ガスの製造に関する１年以上の経験が必要となっておりますが、水素混焼発電機を

使用しようとした際に工事現場などで保安係員を選任するというのは少し困難であります。 

 そのため、第１には、燃焼による消費を行うために１メガパスカル以上に減圧するよう

な場合、保安係員の選任要件を緩和することを御検討いただきたいと考えております。例

えば選任要件を特定高圧ガス取扱主任者と同等にするなどが考えられます。 

 また、第２には、工場などがカーボンニュートラル推進のための水素混焼発電機を設置

することを念頭とした場合に、工場では複数の高圧ガス製造設備がある場合があります。

その場合、一定の安全管理体制が確保されております。しかし、保安係員を設備ごとに複

数選任する必要があるため、複数の高圧ガス設備に対して兼任する形での選任を可能とで

きないかということを考えております。そのことにより、カーボンニュートラルの推進と

いうのが進むと考えております。 

 以上、私どもからの発表はここまでになります。建設機械・発電機のカーボンニュート

ラルを推進していきたいと考えておりますので、引き続き皆様の御支援、御協力をお願い

いたします。 

○落合座長 ありがとうございました。 

 続きまして、経済産業省から御説明をお願いいたします。 

○経済産業省（殿木審議官） 経済産業省大臣官房産業保安・安全グループでございます。

ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 前回に引き続きまして、経済産業省における水素保安の取組を御紹介させていただく貴

重な機会を頂きました。まず、コマツの方、デンヨー株式会社の方から御説明いただきま

して、誠にありがとうございました。 

 今後の水素の需要の伸びに伴いまして、前回のワーキング・グループにおいて御提案の

ございました大量圧縮水素をローリーで運ぶことや船舶分野において水素を利用すること

に加え、今回の御提案にございましたように、発電機から排出される二酸化炭素の抑制や

建設現場などにおける脱炭素の取組として水素を燃料とするエンジン発電機を利用すると

いうことは、脱炭素化が難しい分野におけるGXの推進という観点として意義ある取組であ

ると承知しております。経済産業省といたしましては、安全確保を大前提に、政府全体の

方針である水素社会の実装に向けまして適時かつ合理的・適正な形での水素保安の推進を
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図ってまいりたいと考えているところでございます。 

 説明資料は、ただいま投影されております資料２でございます。水素の保安の取組の全

体像を御紹介させていただきますとともに、御要望にもございました電気事業法及び高圧

ガス保安法の制度の概要などについて御説明をさせていただきます。 

 なお、本スタートアップ・DX・GXワーキング・グループの委員の皆様におかれましては、

水素保安に係る取組や高圧ガス保安法の概要などにつきましては、前回のワーキング・グ

ループで御紹介いたしました内容と重複する部分もございますが、コマツ及びデンヨー株

式会社の皆様、また、本日初めてこのワーキング・グループをユーチューブで御覧になっ

ておられる方々もいらっしゃるかと存じますので、御了承いただければ幸いでございます。 

 ２ページをお願いいたします。経済産業省におきましては、今後、前例のない大規模な

水素等の利用の事業により、水素の利用範囲が従来の主な水素の利用範囲に比して大きく

広がっていく、いわゆる水素社会の実現を見据え、水素のサプライチェーンの各段階にお

きまして、安全を大前提としつつ、利用環境の整備を着実に実施していくことが肝要だと

考えておるところでございます。令和３年12月には、産業構造審議会保安・消費生活用製

品安全分科会におきまして、2050年カーボンニュートラルの実現を見据えた水素保安戦略

を策定していくことの必要性について御提言を頂きました。 

 ３ページ目を御覧ください。水素保安戦略の概要でございます。分科会での御提言に基

づきまして、経済産業省におきましては、昨年、令和５年３月に水素保安戦略を取りまと

めました。資料の中ほどにございますが、水素保安戦略の策定に当たりましては、１つ目

でございますけれども、大規模な水素利用を前提に規制の合理化・適正化を含め、水素利

用を促す環境整備を構築するためには、技術開発等を進め、新たな利用ニーズを安全面で

裏づける科学的データなどが不可欠であること、２つ目、官民一体となって安全確保を裏

づける科学的データ等の獲得を徹底的に追求し、タイムリーかつ経済的に合理的・適正な

水素利用環境を構築するとともに、シームレスな保安環境を構築するべく我が国の技術基

準を国内外に発信し、世界的スタンダードを目指すことを基本的な考えとしているところ

でございます。この水素保安戦略におきまして、水素社会を実現し、安全・安心な利用環

境を社会に提供することを目的に、事業者などによる科学的データなどの戦略的獲得と共

有領域に関するデータなどの共有を図っていくことを大きな柱の一つに掲げておるところ

でございます。 

 具体的には、国の予算を活用する最先端の技術開発プロジェクトなどを通じ、保安基準

の策定に必要な科学的データなどを戦略的に取得し、合理的かつ適正な形での規制の整備

につなげていきたいと考えておるところでございます。 

 ４ページ目をお願いいたします。水素保安戦略で掲げております科学的データの戦略的

な獲得の一例を御紹介いたします。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）への交付金などを通じまして、大規模な水素利用に向けた技術開発プロジェク

トが進行しております。このような技術開発プロジェクトに規制当局が初期段階から参加
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するなどして科学的データなどを戦略的に獲得し、官民で共有してまいることとしており

ます。 

 具体的には、昨年度のNEDO事業の例といたしまして、左側に記載されておりますのは、

大型液化水素タンクの開発について、世界に類を見ない５万立方メートルクラスの液化水

素タンクの建設に向けた技術開発が進行していることを説明しているものでございます。 

 また、右側に記載されておりますのは、大型液化水素タンクの導入に伴う保安基準の課

題を解決するために、NEDO事業内で液化水素タンクから敷地境界までの距離の設定の合理

化について実証が進められていることを説明しているものでございます。また、マイナス

253度の液化水素がタンクから大量に漏えいすることを想定し、防液措置の合理化につい

て、実証を踏まえた検討が行われていると承知しております。 

 経済産業省といたしましては、大規模に水素を利用する将来像を見据えながら、今、御

説明申し上げましたような民間企業の方々も参画した形でのNEDO事業として、民間の方々

の事業を通じて得られたデータを安全規制の検討においてしっかり参考にするなど、官民

が連携し、安全確保を裏づける最新の科学的データの獲得などを行うことによりまして、

より合理的かつ適正な形での水素保安規制の整備に取り組んでまいります。 

 ５ページ目をお願いいたします。GXを推進するため、安全を確保しながら低炭素等の活

用を促進することが不可欠であることから、本年の通常国会におきまして、脱炭素成長型

経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律、巷間、

水素社会推進法と称されている法律を成立いただきました。この法律は、2050年カーボン

ニュートラルに向けてGXを進めるための鍵となるエネルギー材料として、安全を確保しな

がら低炭素などの活用を促進することが不可欠であるという考え方に基づき、国が前面に

立って低炭素水素などの供給や利用を早期に促進するため、需給両面の計画認定制度の創

設や、計画認定を受けた事業者に対する支援措置や規制の特例措置を講ずるものです。こ

の法律は今後、便宜上「水素法」と称しますが、この水素法におきましては、高圧ガス保

安法の特例を規定しているところでございます。 

 具体的には、資料の中央部オレンジ色の枠の右側中ほどに記載しておりますが、高圧ガ

ス保安法の特例といたしまして、計画認定に基づく設備などに対しましては、一定期間都

道府県知事に代わりまして経済産業大臣自らが一元的に保安確保のための許可に相当する

行為や検査などを行うことができるようになりました。なお、それまででございますが、

電気事業法におきましては従来から国が規制を行っているため、水素法における特例は設

けられておりません。 

 このように、当省の大臣官房産業保安・安全グループといたしましても、水素保安戦略

の実施に向けた取組や水素法に基づく高圧ガス保安法の特例などを通じまして、地方公共

団体などの関係機関とも連携しながら、安全確保を大前提に適時かつ合理的・適正な形で

の水素保安を進めるとともに、公共の安全の確保に取り組んでまいります。 

 ６ページ目をお願いいたします。ここからは電気事業法につきまして、規制の全体像な
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どを説明いたします。電気事業法はその第１条に規定されておりますとおり、電気工作物

の工事、維持及び運用を規制することで公共の安全を確保し及び環境の保全を図ることを

目的とした法律であります。電気事業法は今後、便宜上「電事法」と称しますが、電事法

の対象となる電気工作物の類型といたしましては、大きく事業用電気工作物と一般家庭の

屋内配線などの一般用電気工作物に分けられます。事業用電気工作物につきましてはさら

に２つに分かれ、具体的には主に大手電力会社などがイメージしやすいところでございま

すが、そのような者がその事業の用に供するものと、それ以外の自家用電気工作物とに分

けられております。 

 電気工作物はその性質上、火災や感電による人の死傷、物件の損傷などを発生させるお

それがありますことから、電事法における保安規則では、公共の安全の確保の観点から電

気工作物の設置者に対しまして各種規制を設けております。例えば電事法第39条では、電

気工作物の性能等が安全を確保できるものであることを確保するための技術基準適合維持

義務、電事法第42条では、事業用電気工作物の維持・運用等のために管理者が組織の在り

方等を定める保安規程の作成、電事法第43条では、保安の監督をさせるための主任技術者

の選任、電事法第48条では、技術基準への適合性を審査するための工事計画の届出などの

義務、電事法第51条では、技術基準適合性を設置者が自ら確認する使用前自主検査の実施

義務、その他、電事法第106条では、保安確保のため国が必要な情報を集めるための報告徴

収、それから、電事法第107条におきましては、立入検査等の規定を設けておるところでご

ざいます。 

 ７ページをお願いいたします。ここからは、今回の御要望に関連する現行電事法の関係

制度の概要を御説明いたします。まず、工事計画の届出についてでございます。電事法第

48条におきまして、公共の安全確保等の観点から、一定の事業用電気工作物につきまして、

その設置者に対して設置等に係る工事の計画の事前届出義務を求めております。この届出

につきましては、同条第２項において、届出が受理された日から30日を経過した後でなけ

ればその届出に係る工事を開始してはならないと規定されておりますが、同条第３項にお

いて、届出受理から30日経過前でも、技術基準に適合しないものでないこと等が認められ

る場合には、主務大臣は当該期間の短縮が可能とされております。また、電気事業法施行

規則第65条におきまして、災害等の場合において、やむを得ない一時的な工事の場合は工

事計画の届出は不要としております。さらに、移動用電気工作物の移動の位置が届出の際

に添付した区域内である場合は、再度の届出は不要としております。 

 ８ページをお願いいたします。次に、使用前自主検査及び使用前安全管理審査について

御説明いたします。電事法第51条におきまして、工事計画の届出が必要な一定の事業用電

気工作物について、設置者は使用前に自主検査を行い、その工事が届出をした工事計画に

従って行われたこと及び技術基準に適合していることを確認する必要があることとしてお

ります。この検査における検査方法といたしまして、例えば絶縁抵抗測定等を示しており

ますが、この解釈に限定されるものではなく、十分な保安水準の確保が達成できる技術的
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根拠があれば、規制に適合すると判断するとしております。また、電事法第51条第３項に

おきまして、使用前自主検査の実施に係る体制につきまして、設置者は登録安全管理審査

機関等が行う審査を受けなければならないこととしております。 

 ９ページをお願いいたします。次に、ボイラー・タービン主任技術者でございます。電

事法第43条におきまして、事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、

維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者免状の交付を受けている者の

うちから主任技術者を選任しなければならないとしており、電気事業法施行規則第52条に

おきまして、一定の火力発電設備には保安の監督のため、ボイラー・タービン主任技術者

の選任を必要としております。このボイラー・タービン主任技術者の免状交付要件といた

しましては、電事法第44条におきまして一定の学歴または資格及び実務の経験を求めてお

りますが、電事法第43条におきまして、一定の要件を満たす場合は、これにかかわらず主

務大臣の許可を受けて免状交付を受けていない者を選任可能としております。 

 以上が電気事業法の関係規定の概要の御説明でございます。 

 10ページをお願いいたします。次に、高圧ガス保安法につきまして、前回と重複する部

分もございますが、改めて規制の全体像などを御説明いたします。高圧ガス保安法は、高

圧ガスによる災害防止、公共の安全を確保するために、高圧ガスの製造などの「行為」と、

今回御要望の中にも多くございました高圧ガスを充填する容器などの「モノ」を規制して

おります。 

 なお、高圧ガス保安法の許可や届出などに係る事務の権限は都道府県知事や政令指定都

市の長にあり、自治事務として実施されております。高圧ガス保安法の体系上、高圧ガス

保安法の下に一般高圧ガス保安規則やコンビナート等保安規則、容器保安規則などの省令

が規定されており、その詳細につきましては告示や例示基準が定められております。また、

小さい字で恐縮でございますが、高圧ガス保安法におきましては、船舶内や自動車の装置

内、航空機内などにおける高圧ガスにおきましては高圧ガス保安法の適用を受けないこと

が定められております。 

 11ページをお願いいたします。高圧ガス保安法の詳しい概要について御説明いたします。

繰り返しになりますが、高圧ガス保安法はその第１条に規定されておりますとおり、高圧

ガスによる災害防止のため、高圧ガスの製造やその他の取扱い及び消費並びに容器の製造

及び取扱いを規制するとともに、保安に関する自主的な活動を促進し、公共の安全を図る

ことを目的とした法律でございます。 

 具体的には、高圧ガスとして圧力１メガパスカル以上、気圧にいたしますと約10気圧以

上の圧縮ガスや圧力0.2メガパスカル以上の液化ガスを規制の対象としております。高圧

ガスの製造に係る規制の例といたしましては、高圧ガス保安法は今後、便宜上「高圧法」

と称しますが、高圧法第５条におきまして、高圧ガスの製造を行う者は事業者ごとに都道

府県知事などの許可を受けなければならないとされております。 

 また、製造の許可の基準といたしまして、高圧法第８条では、都道府県知事などは、技
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術上の基準に適合していると認めるときは製造の許可を与えなければならないとされてお

ります。 

 また、高圧法第20条では、製造施設の設置などを行う場合には、都道府県知事などの行

う完成検査を受けなければならないとされております。 

 さらに、高圧法第35条では、一定の製造施設につきまして、定期に都道府県知事などの

行う保安検査を受けなければならないことが定められております。本日、コマツの方、あ

るいはデンヨー株式会社の方からのプレゼンテーションにございました保安人員につきま

しては、高圧法第27条の２などにおきまして、事業所ごとに保安統括者及び保安技術管理

者、施設の区分ごとに保安係員などを選任し、都道府県知事に届け出なければならないこ

とが定められております。 

 高圧ガスの貯蔵に係る規制や高圧ガスの販売・輸入に係る規制も規定されております。

高圧ガスを充填するための容器に係る規制も高圧法に規定されております。例えば高圧法

第44条の容器検査におきましては、容器を製造等した者は、検査を受け合格したものとし

て刻印等がされているものでなければ容器を譲渡等してはならないこととされております。

また、高圧法第48条では、高圧ガスを容器に充填する場合は、その容器は条件に該当する

ものでなければならないとされております。 

 12ページをお願いいたします。本日、コマツの方及びデンヨー株式会社の方からプレゼ

ンテーションのございました保安管理体制について御説明いたします。高圧ガスによる災

害を防止するためには、高圧ガスの製造施設や高圧ガスの製造方法などの物理的側面につ

きまして技術基準の維持がなされていると同時に、これらを取り扱う方々がその基準を維

持するという人的側面からの基準の維持もなされることが重要であると考えております。

特に高圧ガスは製造するガスの種類や施設の種類によりまして千差万別でございまして、

それぞれの専門部門ごとに国家資格を有する保安の監督の責任者を置かせることによりま

して、高圧ガスの保安管理体制に万全を期しているところでございます。 

 資料の左側を御覧いただければと思います。高圧ガス製造事業所の保安管理体制につき

まして、簡単に御説明をしております。まず、左側の通常の事業所についてです。これは

基本的に高圧法第５条第１項におきまして都道府県知事の許可を受けた第一種製造者と、

高圧法第５条第２項各号におきまして都道府県知事に届出を行った第二種製造事業者の事

業所が該当するものですが、このような事業所には、まず高圧法第27条の２第１項及び第

３項に規定されている保安統括者とその保安統括者を補佐する保安技術管理者を選任する

こととしております。また、高圧ガスの製造施設などの管理を行うために、同条４項に規

定されている保安係員を選任することとしております。 

 そして、右側の小規模の事業所の場合についてです。処理能力が一日当たり25万立方メ

ートル未満の事業所などが該当いたしますが、このような小規模な事業所におきまして、

保安統括者と保安係員を選任することとしております。 

 なお、またこれも小さい字で恐縮ですが、下の米書きを御覧いただければと思います。
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第一種製造者で高圧ガスの製造容積が一日で100万立方メートル以上の事業所の場合には、

通常の製造事業所と比較して事業所内の製造施設等が複雑になりますため、保安統括者な

どに加えまして、高圧法第27条の３第１項及び第２項に規定されている保安主任者と保安

企画推進員の選任が必要ということとしております。 

 次に、保安人員の職務の概要について御説明いたします。右側を御覧ください。まず、

高圧法第27条の２第１項に規定されている保安統括者につきましては、高圧ガス製造に係

る保安に関する業務を統括管理することとしております。なお、保安統括者は選任に際し

資格等は不要でありますが、保安技術管理者となる要件を満たす者であれば、保安技術管

理者を兼務することを可能としております。 

 次に、高圧法第27条の２第３項に規定されております保安技術管理者ですが、保安技術

管理者は、保安統括者を補佐して事業所における高圧ガスの製造に係る保安に関する技術

的な事項を管理することとしております。 

 そして最後に、本日のプレゼンテーションにもございました高圧法第27条の２第４項に

規定されている保安係員についてでありますが、保安係員は製造のための施設の維持、高

圧ガスの製造の方法の監視、技術基準への適合の監視、定期自主検査の実施、巡視及び点

検、応急措置の実施など、製造施設における高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な

事項を管理するという極めて重要な職務を担っていることになっております。 

 13ページをお願いいたします。御高承のことと存じますが、御参考の資料といたしまし

て改めて２点の資料を添付しております。まず１点目、水素の物質特性と安全確保でござ

います。水素はこれまでも公共分野などで利用されているものでございますが、御承知の

とおり水素は拡散しやすいため、僅かな隙間からも漏えいすること、着火しやすく、着火

後は爆発を起こすおそれがあること、金属材料を脆化させることなどの独自の性質を有す

るものです。今後、水素が大量に利活用されることを踏まえますと、産業保安の観点から

これらの性質に十分留意し、安全確保を大前提にその利用を促す環境を構築していくこと

が必要であると考えているところでございます。 

 14ページでございます。最後に、海外での事故事例を御紹介させてだきます。記載させ

ていただきましたのは、2019年に韓国におきまして水電解装置で製造した水素を貯蔵する

タンクが爆発し、２名がお亡くなりになり、６名の方が負傷した事故でございます。この

ような痛ましい事故が国内で発生することのないよう、都道府県や関係機関などと連携を

いたしまして、高圧ガス保安法の着実な執行と安全確保を大前提とした適時かつ合理的・

適正な形での保安規制の構築、これらを車の両輪といたしまして、産業保安・安全行政を

進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上が資料の御説明でございます。 

 私どもは、前回のワーキング・グループでも申し上げましたとおり、政府の一員といた

しまして政府の様々な決定事項なども踏まえながら規制を進めていくことを旨にしながら

職務を遂行しているところでございます。例えば、昨年の脱炭素成長型経済構造移行推進
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戦略、いわゆるGX戦略におきましても、水素・アンモニアは発電、運輸、産業などの幅広

い分野で活用が期待され、自給率の向上や再生可能エネルギーの出力変動にも貢献するこ

とから、安定供給にも資するカーボンニュートラル実現に向けた突破口となるエネルギー

の一つである旨が書かれております。 

 また、水素などの導入拡大が産業振興や雇用創出など、我が国経済への貢献につながる

よう、昨年、令和５年６月に改定された水素基本戦略の下、制度構築やインフラ整備など

を進める旨も書かれています。 

 さらには、国民理解の下で水素などを社会実装していくため、安全確保を大前提に規制

の合理化・適正化を含めた水素保安戦略の策定、国際標準化を進める旨も記載されており

ます。 

 これらの政府決定なども前提としながら、経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ

といたしましては、水素の製造者や利用者をめぐる環境の多様化に応じまして、安全確保

を大前提に電気事業法や高圧ガス保安法も含めて必要な保安規制の見直しを行っていくこ

とが重要であると考えております。 

 そして、今後、水素の供給や利用が拡大する中で、規制を取り巻く環境も変化していく

ことが想定されるのではないかと考えられているところです。本日、お伺いしたお話もそ

の一環とも言い得るものではないかと考えているところでございます。 

 この点、先ほど御説明いたしました水素保安戦略などはもとより、本年１月、経済産業

省の小委員会の中間取りまとめにおきましても、国内外の水素等事業の進捗に応ずる形で

段階的な保安規制の合理化・適正化をしっかり進めていくことが重要である旨、その上で

引き続き官民が連携して安全性に係る科学的データの戦略的獲得に努める旨、水素等事業

に係る各法令の技術基準については、国が一元的・体系的に合理化・適正化を図り、安全

を確保していくことが重要である旨、記載がなされたところです。 

 経済産業省大臣官房産業保安・安全グループといたしましては、引き続き適時かつ合理

的・適正な形となるよう、水素保安に係る規制の在り方をしっかりと検討してまいりたい

と考えていることを申し上げたいと思います。 

 経済産業省の御説明は以上でございます。ありがとうございます。 

○落合座長 ありがとうございました。 

 それでは、議論に移りたいと思います。まず、本日、水素に係る有識者として東京大学

先端科学技術研究センター所長の杉山正和教授に御参加いただいています。よろしければ、

冒頭コメントをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○杉山教授 ありがとうございます。杉山でございます。 

 本日の件ですけれども、既に御紹介いただいたように、水素が再エネ発電の補完的な役

割を果たすという大きな位置づけの中で、今回は大規模な発電設備ではなくて、現場で一

時的に小規模に使う発電装置に導入されてくるという状況が今後ますます増大してくる必

要があります。必要があるという意味は、建設現場等で必ずしも電線を引っ張っていくの
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が非常に難しい場所でも脱炭素を確実に進める必要がありますので、そういう中で例えば

20年ほど前、あるいは10年ほど前であってもなかなか想定できなかった、カーボンニュー

トラルに向けて最後はどうしようかと皆さんが悩んでいた用途に対してソリューションが

いよいよ提供されてきたという状況で生じた規制の問題を本日は議論するのだと理解して

おります。 

 そういう中で、まず一つは先ほどの経産省のお話にもありましたように、カーボンニュ

ートラルを進めていく、あるいはその中で我が国の産業競争力をキープしていく、あるい

は海外への輸出等も含めて積極的に日本から技術を発信していくという観点の中で、積極

的にそうした新しい用途での水素利用を安全に進めていく必要があると思っておりますが、

本日の話を伺っておりますと、これは私の印象ではありますけれども、どうも当初、そう

した水素を発電に使うというケースが出てきたときに、今、別途進められているような大

規模な水素混焼や水素専焼に向けた火力発電所の代替としての用途が念頭にあったのでは

ないかと思っており、そういう中で現場の可搬式の小型発電機に対する水素の導入という

ことが必ずしも具体的なケースを踏まえて十分に考慮できていなかったのかなという印象

は持っております。ですので、そういう新しい用途が現実に出てきた状況でございますの

で、それに合わせて、先ほどの経産省の話にもありましたように合理的に規制を見直して

いくということが必要かなというところであります。 

 特に今回は可搬式というところがポイントかと思っております。すなわち、一品物であ

れば当然のことながら作る段階、あるいは計画段階も含めて十分なアセスメントを行い、

また、安全面でも竣工検査等を行った上で、かつ、その現場で定常的に常駐するスタッフ

が必ずいるわけですので、そういう中で安全を確保していくということが重要だと思いま

すが、今回、どちらかというと、あえて言えば、ちょっとミスリーディングだったら恐縮

なのですけれども、車を現地に持ってきてそこから電源を引っ張ってくるみたいなイメー

ジに近いのではないかと私は思っているのですね。 

 そういうことを考えますと、例えば既に水素燃料電池自動車等で従来なかった水素の高

圧充填であるとか、あるいは水素の利用設備が道路の上を移動していくといったことに合

わせて合理的な規制が既に検討されてきたわけですので、そうした意味で今回も車と同じ

ように製造時、あるいは定期点検時に安全を確保していれば、途中運んでもその安全性が

損なわれる可能性はかなり少ないという状況を鑑みたときに、その現地現地でどういう対

応をすべきなのかということをしっかりと考えていく必要があるかなと思っております。

これが私の本日の大きな論点です。 

 最後にもう一言だけ、少し周辺の状況を私の意見として申し上げますと、今日のコマツ

さん、デンヨーさんのスライドの中にも少し出てきたのですが、据付け型の発電機として

も現在、重油、ディーゼルの燃焼型の発電機というのは多く使われておりまして、これを

いかにCO2フリーな燃料で動くように代替していくのかというのがカーボンニュートラル

に向けた大きな課題になっております。すなわち、先ほど申し上げました可搬式について
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まず本日は議論すべきだと思いますけれども、今後としては、そうした従来ディーゼル、

あるいは重油等を使っていた小型の工場等、事業所における小型発電機にも代替燃料とし

て水素が入ってくる可能性は十分にあるという中で、水素が化石燃料を代替したときに果

たしてどういう規制の変更があるべきなのかということは十分考えるべきであろう。 

 それはすなわち安全サイドは当然十分押さえなければいけないのだけれども、例えば今

までのように水素を使う発電所は１ギガワット級の大型発電所であるという前提の下で、

フィージビリティーを考えた上でその安全な規制が選定されていたのだとしたときに、そ

れが例えば中小工場等の発電機に対して現実的に適用可能なものであるのかどうかという

ことを考慮した上で、一方では安全の最低ラインはもちろん担保しながら、より現実的な

規制に変えていくといったことも将来的には検討が必要かなとは思っておりまして、そう

いった意味でも今回の可搬形の小型発電機が水素を使うという新しいユースケースに対し

て、まずは自動車で実現されているような規制の在り方等も踏まえた上でどういう合理的

な規制をしていくのかということを考えていただくのがよろしいのではないかと考える次

第でございます。 

 どうもありがとうございます。 

○落合座長 どうもありがとうございました。 

 そうしましたら、ここから改めて議論に入ってまいりたいと思います。そうしましたら、

質疑応答に移りますが、まず、藤本専門委員がちょっと早めに御退室されるということで

すので、藤本委員からお願いいたします。 

○藤本専門委員 ありがとうございます。藤本です。 

 経済産業省さんに質問させていただければと思っております。工事計画書の提出につい

て、30日前に提出するということが記載されておりまして、先ほどの御説明の中で電事法

第48条３項のところで適用外になるものがあるというコメントがおありになったかと思う

のですが、実際どのくらい適用外というか、短縮の可能性があるものなのかということを

お伺いできればと思っています。 

 その意図としては、先ほどのデンヨーさんの御説明の中でも実際70％ぐらいが６か月未

満の短期の工事での利用というところで、30日前に届出しないと使えないみたいなことに

なると、先ほどの杉山先生の御指摘のとおり、可搬式のところを全く考慮せずに、一般的

なすごく重厚な工事のチェックみたいなところが念頭にあられるのかなと思っております。

実際そんなに適用されないのに30日が適用されている、それが必須なのであればそこを改

善していくことは必要かなと思っておりまして、その割合のところの実際のところがどう

なっているかというのをお伺いできればと思っています。 

○落合座長 ありがとうございます。 

 では、経済産業省様、お願いいたします。 

○経済産業省（前田課長） 御質問ありがとうございます。経済産業省電力安全課長の前

田と申します。 
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 工事計画届の30日は、まさにそのものが技術基準に適合しているかどうかということを

審査するためにいただいている時間でございます。御質問はどれだけ短縮の運用があるか

ということでございますが、審査は一般的に実態を見ると30日以上かかっていまして、あ

まりないというのが正直なところでございます。 

 逆に、短くするということが過去にあった事例といたしまして、電力の安定供給のため

にどうしてもすぐ稼働しなくてはいけないようなことがございました。他方、その実態と

いたしましては、長い時間がかかるものですから、30日の工事計画の審査の前段階から実

際にお話をさせていただきながら、正式に工事計画の届出をいただいて30日以内に収まる

ように事前のやり取りをさせていただいているという運用のやり方をしているところでご

ざいます。 

○藤本専門委員 なるほど、ありがとうございます。 

 もう一個だけ追加でお願いします。今の工事というところと、先ほどの御説明の中では

イベント等でも可搬式はすごく活用されているというお話がありました。実際に私もイベ

ントにすごく関わることが多いのですけれども、コロナ前と比べてもイベントは今、すご

く増えている中で、それでも工事と同じ感覚で30日前に手続をしてというのは、工事と同

じようにイベントのところでも同じような重さみたいなところでやるのが結構難しそうな

印象があるのですけれども、実際の届出自体は工事のほうが圧倒的に多いということにな

るのでしょうか。 

○落合座長 では、経済産業省様、お願いいたします。 

○経済産業省（前田課長） ありがとうございます。 

 こうしたものを使っていただくときには、工事計画届出を出していただくというのはあ

る一定規模以上のものは一律になるのですけれども、例えばイベントだからこれをどうこ

うするということではなくて、物の安全性の議論でございますので、それが何かあったと

きにすぐに対応できる状況になっているかとか、その物自体が技術基準に適合しているか

という審査のものでございます。なので、一律ではあります。 

 他方、この議論のまさに中心になっていますけれども、小型であったり可搬形であるも

のを本当に一律でいいのかというのは、まさに今、イノベーションが起こっているところ

なので、これはよく考えなくてはいけないというのが私たちの基本的な立場でございます。

これはずっと御説明申し上げているのと同じなのですけれども、水素が広がっていくと、

そこに乗っていかなくてはいけない。その大前提として、我々の立場もビジネスの皆様の

お立場も、安全大前提で合理的または現実的に柔軟に運用を変えていかなくてはいけない

ということだと思っていますので、こうしたところはよくお聞きをしていきたいなと思っ

ているところでございます。 

○藤本専門委員 ありがとうございます。 

 特にデンヨーさんからも御説明のあったいわゆる完成系の納品というところで、カスタ

マイズではないという点で30日前というところは御考慮いただければなと思っております。 
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 私からは以上です。 

○落合座長 ありがとうございます。 

 それでは、そのほかの委員、出席者の方から質疑をと思いますが、御発言される方は挙

手をお願いいたします。 

 では、宮下委員、お願いいたします。 

○宮下専門委員 今、チャットをお送りさせていただきました。私からはまず簡単に言う

と露払いをさせていただきたいなと思います。経産省様からは大変丁寧で詳細な制度の御

説明をいただいたのですけれども、私の頭の中で制度と陳情事項との間のリンケージとい

うのが構築できなかったので、次の事項を確認させてください。 

 まず１番目として、資料１の26、27に要望事項がまとまっているわけなのですけれども、

その仕分けをお願いしたいと思います。つまり、この要望事項というのは、Ａ、これを実

現するためにそもそも制度変更、法令改正が必要なのかどうか。それともＢ、制度変更が

必要ではなくて、既に運用で対応できるという御認識なのか、いずれなのかをまず御確認

させてください。 

 ２番目として、もし全てがＡということなのであれば、同じ要望事項について制度改正

を前向きに御検討いただけるものがどれで、なかなかそれが難しいと思われるものがどれ

なのか。後者に関してはその合理性、制度趣旨を御説明いただければなと思っております。 

 これは私は必ずしも制度変更をお願いしますということではなくて、それを議論するた

めの前提としてフラットにこの制度趣旨を正しく理解したいなということで御質問させて

いただいております。 

 私からは以上です。 

○落合座長 では、経産省様、お願いいたします。 

○経済産業省（前田課長） 御質問いただきましてありがとうございます。 

 まず私から、電気事業法の関係で26ページの工事計画、ボイラー・タービン主任技術者、

使用前自主検査、使用前安全管理審査でございます。今、お聞きしている中で、全てこれ

は制度変更が必要か、運用でできるかということまで確たることは申し上げにくいのです

けれども、基本的な立場として、今、これは制度変更できないとは全く思っておりません

で、どのように対応できるかということを考えたいというのが我々の立場でございます。 

 その意味で、念のためにそれぞれの趣旨をということでさらに申し上げてまいりますと、

例えば工事計画の届出の30日というのはまさに審査期間を置く必要があるということでご

ざいます。 

 ボイラー・タービン主任技術者の選定というところでいきますと、例えば容器の機械的

な観点や燃焼性のガスの安全性の観点で、これは工事段階や設置段階だけではなくて、維

持・運用をずっとしていくものでございます。何かあったときの公共への影響を考えます

と、こうしたところもしっかり見ていただきたいという意味で主任技術者にその全体を見

ていただいているものでございます。 
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 また、使用前自主検査、使用前安全管理審査というものでございますけれども、これは

物のパッケージ、メーカーさんの責任ということではなくて、電気事業法は設置者自身が

責任を持って自主保安をやっていただくということで、何かあったら御対応いただくのも

設置者さんになりますので、その意味で設置者さんに使用前にしっかり検査をしていただ

く、安全管理審査を受けていただくという趣旨のものでございます。 

 いずれにしましても、これが全てやり方が画一的かというと、必ずしもそうではござい

ません。また、運用でできるのか、制度の変更まで必要なのかはよく見ていかなくてはい

けませんけれども、合理的であるべきだ、現実的であるべきだというのはそのとおりだと

思いますので、よくお話を聞きながら検討していきたいと考えているところでございます。 

○落合座長 宮下委員、よろしいですか。 

○経済産業省（牟田室長） 経産省から高圧ガス保安法のほう、27ページの御要望もいた

だいていますので、担当管理職をやってございます私、牟田からもお答えいたします。 

○落合座長 お願いいたします。 

○経済産業省（牟田室長） 今、電事法についてお話ししたことと基本的に同じでござい

まして、高圧法につきましても、事業者の方から具体的にどのようなことをやっていきた

いのかというお話をお伺いしながら検討していきたいと思っているところでございまして、

例えば27ページの下の段で御相談いただいているような保安管理体制につきまして、複数

の高圧ガス製造設備への選任ということにつきましては、高圧ガス保安法の運用の中で保

安係員が複数の製造施設を兼務するということは明確には禁止していないということでご

ざいます。 

 例えば現行の規定におきましては、複数の製造施設が設備の配置などから見まして一体

として管理されているというふうに設計されていて、かつ、同一の計器室にて制御されて

いるなど、保安管理を効果的に行い得るという保安上支障がないと認められるものについ

ては、全体を同一の製造施設区分とみなしまして１名のみの保安係員の選任で足りるとい

うふうに運用しているところでございます。ただし、当然製造施設に対して保安係員の方

が職務を十分に遂行できるということが前提でございまして、保安管理のために必要な措

置やその実施体制の実態を踏まえた判断が必要だというのが私たちの考えでございます。 

 こうしたことでございますので、御提案のあった事業につきましても、設備の配置や制

御の方法といった実態につきましては丁寧にお話をお伺いさせていただいて、また、必要

に応じまして保安に関する有識者の御意見もお伺いしながら検討していきたいというのが

こちらの考えでございます。 

 以上でございます。 

○落合座長 宮下委員、よろしいでしょうか。 

○宮下専門委員 後で陳情者の方に御質問させていただくかもしれませんけれども、とり

あえず先に進んでいただければと思います。 

○落合座長 分かりました。ありがとうございます。 
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 では、川本委員、お願いいたします。 

○川本専門委員 川本です。経産省、それから事業者の方の説明、大変ありがとうござい

ました。 

 ２つ、大きく分けて電気事業法と高圧ガス法というのがあると思いますけれども、それ

ぞれについて経産省にお伺いしたいと思います。 

 まずは電気事業法に関して、杉山先生からもお話がありましたように、私の受けている

印象としては、２年前にアンモニア・水素を燃料とした発電所に関する規制は水素社会に

対応するために法改正されたということなのですけれども、印象としては、そのとき想定

していたのは大規模な水素の混焼ないし専焼の汽力発電所を前提とした、あるいはガスタ

ービンを前提とした規制を新たに設定するということだったようなのですけれども、今回

のようにまさにこれからコマツさん、あるいはデンヨーさんが開発されて一年に１万台以

上売られて日本の工事現場に実装されていく水素活用の内燃式の可搬式発電機については

あまり想定がなかったように思います。 

 と申しますのも、もともと構造上、内燃式ですのでボイラー・タービンはないというこ

とにもかかわらず主任技術者の選任義務がかかっているとか、あるいは大きな汽力発電所

であれば、事前にきちんと規制当局が技術基準に合っているかどうかということを確認す

る必要があるという自主検査、安全管理審査の手続といったことが求められるということ

なのですけれども、そもそも可搬式の比較的小型の発電機については必要なかったのでは

ないかと思うのですけれども、これはもちろん無規制でいいということではなくて、そも

そも電気事業法というのは技術適合義務があって、電気主任技術者も選任しなくてはいけ

ないという規制は当然今の事業者の方も十分求められるわけですから、その範囲で安全を

確保していけるのではないかと思うのですけれども、その点について経産省はどのように

お考えかお伺いしたいと思います。 

○落合座長 経済産業省様、お願いいたします。 

○経済産業省（前田課長） 御質問いただきましてありがとうございます。 

 まずは電気事業法の関係でございます。当時の議論は水素の特殊性に着目した議論であ

ったと私は伺っており、まさに爆発性という燃料の特性に着目しまして、主任技術者がそ

の燃焼の安全性を見るとか、使用前の検査をしていただくということであったと承知をし

てございます。 

 他方、まさに今回議論になっています小型である、また、運用としていろいろなところ

に動き得るというものを画一的に規制する方法でいいのかどうかというのは、まさに今、

イノベーションが起こって御提案いただいているところと私は認識いたしました。これは

よく考えなければいけないと思います。 

 これも繰り返しですが、共通理解として、ここで一回失敗してしまうとこれはこれで水

素社会を広げていくことの足かせにもなりかねないということと、まさに現実的に安全な

のかということをよくお聞きしながらなのだろうなと思いました。水素一つ取りましても、
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その混焼割合ということでもしかしたら安全性が変わるかもしれないということがありま

すので、よくこれは検討させていただきたいと思います。しっかりやっていきたいと思い

ますので、お聞かせを引き続きさせていただければと思ってございます。 

 以上でございます。 

○川本専門委員 よろしいですか。 

○落合座長 お願いします。 

○川本専門委員 御説明ありがとうございます。 

 科学的根拠に基づいて規制をしていくというのは当然ですので、ただ、合理化していく

のも、過剰な規制をしてはいけないというのも科学的根拠に基づいて是正していかなくて

はいけないということだと思いますので、先ほど水素社会推進法の下でやっていくという

ことなので、ぜひスピーディーに御検討いただければと思います。 

 もう一つ、私から高圧ガスについても質問してもよろしいでしょうか。 

○落合座長 お願いいたします。 

○川本専門委員 高圧ガスについては、先ほど事業者の方からも御説明がありましたけれ

ども、お聞きしていますと、一般的に規制として高圧ガス製造・貯蔵設備についてはいろ

いろな規制がかかっているという中で、可搬式の発電機に係る水素製造に関しては非常に

定型的なプロセスで量産品として各現場で製造が行われるということで、これは過去の例

から見ても圧縮水素のスタンドの例があるようでして、これも全国各地にある水素スタン

ドという定型的なケースをくくり出して、当然安全確保を前提としながら、一定の規制緩

和、特に人的側面について保安係員の必置というのを緩和しているという例があるという

ことで、今回の例もこれから可搬式の発電機の水素活用型を社会実装して普及させていく

という段階にありますので、それに対応してこういったアプローチを考えるべきではない

か。保安係員というのは資格免状が必要で、非常に取得もなかなか難しいようでございま

すので、圧縮水素スタンドの例も参考にして合理的な規制を考えるべきではないかと思い

ますが、経産省さんの御意見はいかがでしょうか。 

○落合座長 では、経産省様、お願いいたします。 

○経済産業省（牟田室長） 御指摘ありがとうございます。 

 まさに圧縮水素スタンドでございましたり、そこで充填をするFCV、燃料電池自動車につ

きましては杉山先生からも御指摘いただきまして、まさに成功例といいますか、参考にす

べき事例ということではおっしゃるとおりだなと思っています。 

 おっしゃるとおり圧縮水素スタンドやFCVにつきましては、これまで様々な検討、科学的

データを取りながらその安全性を検証して、最適な規制の在り方について検討を進めて今

の形に進めてきているところでございまして、そういった検討の中で圧縮水素スタンドや

FCVの科学的な特徴、例えば水素を充填するときに車のほうとステーション側の双方が高

度なシステムで結合されていて、充填をするときの圧力や温度、またはその充填速度が適

切に安全制御されているといったところを科学的に確認したり、評価したりといったとこ
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ろもやってございますし、また、様々な自動停止装置、仮にホースが外れてしまった場合

でも充填が停止するようなシステムでありましたり、あとは緊急離脱カプラと呼んでござ

いますが、緊急時には安全にホースが充填口から離脱するという工夫はまさに事業者の方

といろいろ御相談しながら、そういった安全対策をいろいろ確認させていただく中で今の

形に持ってこられたと思っているところでございます。 

 ですので、今回御提案いただいてございます可搬式の発電機についても、まさに御議論

いただいているように事業者の方から設備の配置や制御方法について、その実態について

丁寧にお話をお伺いさせていただきながら、どういった形で検討できるのかということを

検討していきたいと思っておるところでございます。 

○落合座長 川本委員、よろしいでしょうか。 

○川本専門委員 ありがとうございます。 

 １点だけ、この件は、経産省は今回初めてお聞きになるようなことなのでしょうか。事

前にかなり前から問題提起が事業者からあるのでしょうか。そこら辺の検討のスピードと

いうのが非常に気になるものですから、今回、こういう例があるのかということが分かっ

たという状況なのでしょうか。 

○経済産業省（前田課長） まず、電気事業法関係でございます。この御提案をいただい

て私たちは知ることができましたので、これから次年度、鋭意検討していきたいと考えて

いるところでございます。 

○川本専門委員 分かりました。 

○経済産業省（牟田室長） 我々高圧法のほうも同様でございまして、今回の御提案をお

聞きしまして、今、いろいろとお話を伺いながら検討したいところでございます。 

○川本専門委員 ぜひ御検討をよろしくお願いします。ありがとうございます。 

 私からは以上です。 

○落合座長 ありがとうございます。 

 何問か質問も出てきている中で、もし今のタイミングで小松製作所様、デンヨー様のほ

うで何か御説明として追加されたり、経産省様がおっしゃられた点について何かコメント

があれば、ぜひお願いしたいと思いますが、可能でしょうか。 

○デンヨー株式会社（川畑課長） デンヨーの川畑です。 

○杉山教授 すみません、杉山ですけれども、１点だけ、今、接続を待たせていただいて

いる間にクイックに、先ほどの高圧ガス保安法関係の件だけ少しフォローアップしておき

たいのですけれども。 

○落合座長 では、先にお願いします。 

○杉山教授 簡単な話で、自動車のステーションは70メガパスカル充填なので、相当な高

圧になりますので、しかもそれを数分間で充填するということになっているので、水素の

流量たるやとんでもない流量になります。 

 それに対して今回の発電機の場合には、圧力としてもせいぜい数メガパスカルぐらい、
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恐らくは１メガパスカル近傍であろうと考えており、かつ、圧力も内燃機関に入れて水素

を燃焼させるということになりますと、シリンダーを動かすので、基本的には圧力容器の

ように密閉系にはなりませんので、上がったとしても数十メガとか、100メガパスカルにな

ることはまずないだろうというか、その前にピストンからガスが抜ける形で回転軸が回る

ということになるので、その辺りで今回は圧力範囲が相当違う件を扱っているということ

だけは念頭に置いていただく必要があるのかなと考えておりますので、そういった意味で

ステーションのほうは、念のために申し上げますと高圧かつプレクールも必要なので、逆

に言うと非常に重厚な装備が必要になっていますが、今回の水素内燃機関発電機に関しま

しては普通のガスラインとほとんど同じという認識で私はいます。工場の普通のガスライ

ンとほぼ同じです。ですので、その辺りは誤解のないように議論を進めていただければと

思っております。 

 以上です。 

○落合座長 ありがとうございます。 

 非常に重要な御指摘だったと思いますが。デンヨー様、ちょっと先ほどは接続が悪くて。 

○デンヨー株式会社（川畑課長） 失礼しました。デンヨーの川畑でございます。 

 特に追加ということはないのですけれども、本日、この可搬形の発電機という特徴を捉

えて議論していただいていることに大変感謝申し上げます。我々メーカーも、ユーザーも、

安全を犯してまでということは全然考えなくて、いかに安全に使うか、それも納得のいく

方向でということを模索しているところだと思いますので、ぜひ引き続きの御議論をお願

いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○落合座長 ありがとうございます。 

 経産省様も先ほど少し御説明の中で触れられていましたが、今回、対象になっている機

器の物性的な特性というところもあると思いますし、また、杉山教授がお話しされていた

ような圧力が上がり過ぎないようにする仕組みというのも併せて整備されているというこ

とだと思いますので、そういった意味では、もともとのどういった圧力になるかというと

ころの特性そのものもありますし、安全のための代替措置も取られているような場面だと

思いますので、そういう意味ではリスクが合理的に違うのであると議論できるのではない

かとは思いますので、ぜひ経産省様にはそういった点も捉えて御議論いただきたいと思い

ます。 

 では、次に岩崎委員、お願いいたします。 

○岩崎専門委員 岩崎です。私は電気事業法関連で経産省様に伺いたいと思います。 

 可搬式発電機は、一件一件についてはほかの設備に比べまして出力が小さいのですけれ

ども、ただ、そうした設備であってもディーゼルエンジンから水素エンジンへの仕様のシ

フトが数多く積み重なることによって、結果として日本が水素社会を実現するための大き

な成果につながると考えております。 

 そこで経産省様に伺いたいのは、これまでの発言とちょっと重なるのですけれども、水
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素エンジン発電機というのはボイラーでもタービンでもないのに、なぜボイラー・タービ

ン主任技術者の選任が必要なのかというのが１点目です。 

 ２点目としまして、ボイラー・タービン主任技術者の数というのが決して多くはない上

に、しかもデンヨー様が御説明なさったように試験ではなく実務経験に応じて交付される

ということですので、有資格者の確保がネックになって水素エンジン発電機へのシフトが

阻害されかねないのではないかと危惧しております。この点についてもお考えをお聞かせ

ください。 

○落合座長 それでは、経産省様、お願いいたします。 

○経済産業省（前田課長） 御質問いただきましてありがとうございます。 

 繰り返しになってしまいますが、ボイラー・タービン主任技術者を選任していただくと

決まった考え方でございますが、これはまさに水素の燃料の爆発性という特殊性に着目し

て規制がされているものでございます。その上でこれをどうしていくかという議論をしっ

かりさせていただきたいということでございます。 

 また、人材育成の御質問もいただきました。現在は可搬式のものの想定が十分でないも

のですから、これを経験に積むということになっていませんけれども、当然ながらそこが

スタックしてしまうと水素社会が広がらないかもしれないということもありますので、ど

ういうことで経験を積めるようにできるかという前向きに回っていく形で、繰り返しです

けれども安全前提の中で、どのように人材育成を実態に合わせてできるようになるかをよ

く考えたいと思いますので、まさにビジネスの実態もお聞かせをいただきたいと思います。 

 安全面の物性の話もありました。これは可搬式ですので、どのようにビジネスをしてい

かれるのか、その中で人材が適正に育成できるのか。また、場所も変わってきます。有事

に物を確認しにいくといったことも例えば国の立場で必要になりますけれども、そうした

ことをビジネスと安全をどのように両立するかも大事な議論だと思います。そういうとこ

ろも含めてよく相談させていただきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○落合座長 岩崎委員、よろしいでしょうか。 

○岩崎専門委員 すごく柔軟に取り組む姿勢が感じられますので、大変期待しております。

どうぞよろしくお願いします。 

○落合座長 ありがとうございます。 

 増島委員、お願いいたします。 

○増島専門委員 ありがとうございます。 

 水素の部分は脱炭素との関係では補完的なエネルギーだということだと思うのですけれ

ども、実際に特に可搬式と呼ばれているデバイスといいますかソリューションは、現場で

利用をする人たちからするとディーゼルでの発電機と代替的な関係にあるソリューション

技術だということだと思っております。その意味で、今回、製造者の方に来ていただいた

のですけれども、これは売らなければしようがなくて、売っていくためには、買う人は何
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を考えるかというと、どちらの運用が安いのかということを考えるはずでありまして、も

ちろんデバイスそのものの価格の問題もあるわけですけれども、運用そのものがいかに安

いのかということを考えて買うはずであります。そのときに、出来上がったプロダクトが

あったときに実際に利用をされる方がいろいろな計画を出してくださいとか、いろいろな

人を置いてくださいみたいな話になって、それがディーゼルのほうとは全然仕組みが違い

ますねということになれば、当然それを買う側はこんなものは高くて使えないねというこ

とになってくるはずでありまして、制度の設計によって結局市場のところで何が選ばれる

のかというのが決まってきてしまうという関係に立っていると思っております。 

 なので、今日は非常に前向きなお話をいろいろいただいているのですけれども、制度の

設計に当たっては、もちろん製造側の話もそうなのですけれども、買う側のほうの立場で

考えたときに、この物を買ったときにディーゼルエンジン系のものよりも運用が高くなっ

てしまうということになると買ってもらえないという事態が起こって、それによって結局

置き換えが進まないということになってくるものですから、まさにこの制度の設計が普及

に直に影響する、それによって脱炭素社会の実現 1というのが阻まれたり、促進されたりす

るのだという関係に立つということを念頭に置いていただいた制度設計をお願いしたいと

いうことでございます。 

 ２点目は、ビジネスの観点からは、製造の方々は結局ルールが変わらないと皆さんに買

っていただけないという事情があって、ここに今ペインがあるのだと思っておりますから、

そうするとビジネスですから、とにかくタイム・イズ・オブ・ジ・エッセンス、いかに早

くやっていただくかというのが極めて大事だと思っております。 

 今回、総論では電事法も高圧法も前向きなお考えをいただいているわけですけれども、

他方で安全の確認などを検討するという話がたくさん出てきております。今回、提案をい

ただいている事業者さんからの提案内容がかなりピンポイントでかつ具体的な提案をいた

だいていると感じておりますので、経産省さんとしては恐らく今日からでもこの提案の内

容をよりよく聞いていただいて、法の設計というのを始めていただけるぐらいには今回の

提案は具体的だと思っているわけですけれども、これを最速で変えていくためにどのぐら

いの時間がかかるのか。何のプロセスが必要で、例えば審議会が要るとか、何とか協会の

検査が要るという部分は皆様がプロフェッショナルでよく御存じだと思いますから、そう

いうものを踏まえたときに最速でどのぐらいの時間軸で物が変わって、変わったものが施

行される状態をつくっていただけるのかという辺りについて少し教えていただけますでし

ょうか。 

○落合座長 経済産業省様、お願いいたします。 

○経済産業省（前田課長） 御質問いただきましてありがとうございます。 

 電気も高圧ガスも同様かと思いますが、私から電気事業法を念頭にお答えしたいと思い

 
1 「炭素社会の実現」と発言していたが、発言内容に誤りがあったため修正。 
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ます。水素がディーゼル発電に置き換わっていくという中で、制度が無用に邪魔をしては

ならないのはそのとおりだと思います。電気事業法におきましては、買う側というのはま

さに設置者さんになります。電気事業法は工事する、維持する、運用する、全てにおいて

安全は設置者さんに責任がかかっているところでございます。この方がディーゼルの発電

機と水素の発電機を見比べたときにあまりに差があると、これはよろしくないよねとなる

かもしれない。よくこの点も頭に入れながら、安全の議論、または実運用の議論をさせて

いただきたいと思います。 

 その上で、これをビジネスにしたいのだけれども実際どれぐらいできるのという御質問

だと思います。まず一般論で申し上げますと、規制の見直しは、規制ですので多くの皆様

の御意見を聞かなくてはいけないという前提がございます。そういう意味では、本当に制

度自体の考え方を変えるとなると、やはり審議会にお諮りをして御意見をいただいて、パ

ブリックコメントをかけてというのが通常の流れで、１か月、２か月というわけにはいか

ない。前提としての案をつくるということを含めてかかってまいります。 

 他方、ここも皆様のお話の中で、既存の制度の中で運用として考えていけること、いけ

ないことは、最初の御質問で頂戴いたしましたけれどもこれはよく考えていかなくてはい

けないなと思っているところでございます。できるところはすぐにやり、制度を変えなく

てはいけないところはちょっと時間がかかってしまいますけれども、多くの皆様の方の御

了解を得てということで、これからすぐに我々もぜひお聞きしたいと思っていますので、

ぜひよろしくお願い申し上げます。 

○経済産業省（牟田室長） 高圧法につきましても同様でございます。 

○増島専門委員 ありがとうございます。 

 コマツさん、デンヨーさんがとても質の良い提案をくださったと思っておりますので、

ぜひ事業者さんと協議をいただきながら、最速でルールの変更を。運用の変更は早いので

すけれども、他方で今回、先ほど杉山先生がおっしゃっていただいたようにもともとのル

ールがプラントみたいなものを想定していたというときに、今回は可搬式の部分ですけれ

ども、可搬式のルールはどのようにあるべきかということをちゃんと考えたほうがいいで

すよと杉山先生からいただきましたし、なんならもうちょっと小さい工場みたいなところ

も今のルールだとうまくいかないのではないですかというのもいただいているという感じ

でございますので、運用でびほう策みたいにやってこれで対応できましたという話をされ

るよりは、制度的な観点からすると少し制度をいじりにいく。ちょっと工場みたいなもの

はまた別になってしまうかもしれないですけれども、取りあえず可搬式の部分の制度をど

のようにつくっていくかという検討は比較的優先をさせていただいたほうが、制度として

はきちんとしたものができるかなと感じた次第でございました。 

 ありがとうございます。 

○落合座長 すみません、経産省様から高圧ガス保安法のほうも御説明があったと思いま

すので、そちらもお願いいたします。 
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○経済産業省（牟田室長） すみません、先ほど恐らく発言がかぶってしまったかと思う

のですが、高圧法についてもまさにどのように変えていくのかということについては電事

法と同じでございます。 

 以上でございます。 

○落合座長 ありがとうございます。 

 そのほかに発言を求められる方はおりますでしょうか。 

 堀委員、お願いします。 

○堀委員 いろいろと委員との質疑の中で経産省様は前向きに御検討いただけるという方

向性で力強いお言葉をいただいたのかなと思っております。 

 各論点について、経産省様の中で御議論いただいて、事業者様と協議していただいて変

えられるものもあると思いますけれども、外部の方々も踏まえて審議会みたいな形で議論

していかないといけないテーマがあるのかないのか。そうしたものが入ってきますと、や

はりスケジュール感としては延びてくるのかなと思っておりまして、議論いただけるとい

うことに関してどういうスケジュール感で御議論いただけるのか、また、一定のめどみた

いなものをどのぐらいにいただけそうなのかということについてお尋ねしたいと思ってお

ります。 

○落合座長 経産省様、お願いいたします。 

○経済産業省（前田課長） 御質問いただきましてありがとうございます。 

 既存の制度において考え方を整理することで個別事業者さんに御対応いただけるものは、

まさに運用ということですぐに対応していきたいということがまず一つでございます。 

 その上で、制度を変えるとなりますと、やはり多くの方の御意見をお聞きして、御理解

を得てやっていく必要がございます。そのために事前にいろいろな方からお聞きをし、審

議会にかけ、パブリックコメントを踏まえて、あと、条文をつくっていくみたいな制度的

な事務的な話があります。これはどうしても時間がかかってしまう。すぐにやってまいり

ますけれども、大きな方向性を出すとなると来年度までかかってしまうという相場感かな

と思ってございます。 

○堀委員 できるところはすぐに進めていただけるということなのですけれども、審議会

を回さないといけないという論点というのは主にどの点になるのでしょうか。幾つもたく

さんあるということなのか、この点、この点ということなのか、いかがでしょうか。 

○経済産業省（前田課長） 考え方としまして、外形的に申しますと例えば法律はもちろ

ん国会で御審議いただきますけれども、省令・政令を変えるような内容でありますと、や

はり審議会は必須であろう。その上で、その以下でも例えば多くの方にいろいろな変更を

与え得る内容が含められていますと、皆様にお諮りをする必要があるということで審議会

にお諮りをし、パブリックコメントということになります。この点は要素分解をしていっ

てしっかり対応したいという思いは変わりませんけれども、御議論をしながらかなと思っ

てございます。 
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○堀委員 なるほど、全般として前向きに御検討いただけるという力強いお言葉は承った

わけですけれども、最初の宮下委員からの御質問とも関連しているのかもしれないのです

が、各要望事項のうち運用改善というものにはすぐに着手していただけるということなの

ですけれども、法令改正まで必要なのか、あるいは省令改正で足りるのか、あるいはガイ

ドライン、基準等の変更なのかということによってスケジュール感は変わってくるかなと

思いまして、そこが今日のワーキングの中では全てがクリアになってみんなが整理できた

というものでもないのかなと思っておりまして、できましたら、作業の検討のスケジュー

ルを内容ごとに項目ごとにお示しいただけるような機会があると大変いいのかなと思って

おります。 

 私からは以上です。 

○落合座長 ありがとうございます。 

 そのほかはよろしいでしょうか。 

 川本委員、お願いします。 

○川本専門委員 私からは若干違う角度なのですけれども、事業者のコマツさん、デンヨ

ーさんに御質問させていただければと思うのですけれども、今日のお話の中では国内の工

事現場にこれから普及させていくのだということなのですが、脱炭素、あるいは水素社会

というのは世界的にもどんどん進んでいくということだと思います。海外のマーケットの

状況として、輸出の可能性とか、既に海外ではこうした可搬式の発電機、水素活用型の可

能性、海外の強力な競合メーカーもいらっしゃると思うので、そこら辺のところはどうい

う状況なのか、もし海外の規制について何か御知見があれば、それも併せて御披露いただ

ければ、この場での議論にも少し関係するのかなと思いました。 

○落合座長 ありがとうございます。 

 そうしましたら、小松製作所様でもデンヨー様でもどちらでも結構ですので、お話しい

ただける方からお願いいたします。 

○デンヨー株式会社（川畑課長） デンヨーでございます。ありがとうございます。 

 私どもはディーゼルのエンジン発電機を国内外の工場で作って海外にも展開しておりま

すので、当然今は国内で先に水素化の技術開発を進めておりますけれども、完成した暁に

は海外にも展開していきたいという気持ちは当然持っております。 

 また一方、海外メーカーの動向を見ますと、建機の展示会などで海外メーカーから水素

のエンジンの発電機というのは出展が始まっておりますので、様々なメーカーで技術開発

をして、まず展示会などでPRをして、実際の現場に導入を進めていくというちょうど同じ

ようなステップにあるのかなと承知をしております。 

 海外それぞれの国の規制動向まで今日ここで申し上げる準備はできていないのですけれ

ども、それぞれの国で導入のしやすさが大分違うようには承知をしておりますので、そう

いったところは引き続き我々もウォッチングしていきたいと思っておるところでございま

す。 



28 

 

○落合座長 ありがとうございます。 

 川本委員、よろしいですか。 

○川本専門委員 そういう点も今後の最終的にどうしていくのかというところを詰めてい

くときに参考になるところもあるかもしれませんので、引き続き事業者の方からいろいろ

な情報を取りながら検討するのがよろしいかと思いました。 

 以上です。 

○落合座長 分かりました。ありがとうございます。 

 では、次に瀧委員、お願いいたします。 

○瀧専門委員 若干堀さん、宮下さん、増島さんあたりの意見を取りまとめたような質問

になるのですけれども、デンヨー様への御質問で、資料の宮下さんに最初いただいた26、

27は、この表に沿ってもう論点が丁寧に整理されているので、経産省様側で線表を引きや

すくしていく中でこういう問題は常々問題解決できるインパクトと本当に解決できるのか

という難易度の両方で捉えるものだと思うのですけれども、この中で優先順位でつけられ

るものでもないかもしれないのですね。それぞれの対応の困難さが足し算になって困難さ

が生まれていくところもあると思うのですけれども、もし何かノックアウトファクターと

いうか、物すごくこの中でしこりとして重いものがあるかみたいなところがあれば、軽重

をつけることがそもそも可能なのか、どれもどちらかというと並列で全て処理してほしい

という感じであるのかみたいな、これはいきなりお答えいただくのが難しいかもしれない

のですが、重みづけがもし可能であればお伺いしたいと思って御質問させていただきます。 

○落合座長 では、経産省様、お願いいたします。 

○瀧専門委員 経産省さんではなくてデンヨーさんですね。 

○落合座長 デンヨーさんのほうですね、失礼しました。デンヨーさん、お願いいたしま

す。 

○デンヨー株式会社（川畑課長） デンヨーの川畑でございます。ありがとうございます。 

 どれも並列といえば、要望の思いは同じなのですけれども、とりわけ電事法の今回御説

明した点というのは、かなり御利用者様にとってのハードルになっているのではないかと

捉えております。よろしいでしょうか。 

○瀧専門委員 ありがとうございます。 

 それぞれ御検討いただけるものだと思うのですけれども、特にこの辺みたいなものがご

ざいましたら、事後でも結構ですのでぜひ教えていただければと思いますので、よろしく

お願いします。 

○落合座長 そうしましたら、各委員からの質疑もほぼ終わったように思いますので、本

日の議題に関する議論についてはここまでとしたいと思います。 

 委員、専門委員の皆様におかれましては、時間の制約で発言ができなかった御質問等が

ある場合には、事務局に対して12月23日月曜日までに御連絡をお願いいたします。事務局

から所管省庁へまとめて連絡いたします。 
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 本日は議題として「水素社会の実現に向けた規制改革②：可搬式発電機」について御議

論をいただきました。議論を踏まえ、経済産業省に検討いただきたい内容を申し上げます。 

 2050年カーボンニュートラルに向けて、現在、広く用いられている可搬式ディーゼル発

電機の代替として、水素を燃料とする可搬式の内燃力発電機は実用化が進展しています。

また、水素社会推進法が制定されるなど、政府全体で水素の利用推進が図られています。

さらに、水素保安戦略が整備されておりますが、その中では科学的データの戦略的獲得に

ついて御紹介があったとおり科学的知見の収集が図られております。経済産業省におかれ

ては、これらの状況を踏まえ、科学的な知見を用いて合理的なリスク評価に基づいて、議

論を進めていただくことをお願いいたします。 

 また、具体的な項目としては、水素を燃料とする可搬式内燃力発電機について、電気事

業法上の技術基準適合義務により安全性が担保され、かつ、タービン等の機構を持たない

場合において過剰な規制だと考えられるもの、具体的には工事計画届出、ボイラー・ター

ビン主任技術者の選任、使用前自主検査、使用前安全管理審査について、求めないことと

する措置を行う方向で検討を進めてください。 

 さらに、出力の大きな内燃力発電機では、高圧ガスの製造に該当する圧力に減圧して水

素を消費するケースがあるところ、製造に該当するとはいえ、消費のために内燃力発電機

に合わせた圧力に下げる仕組みのみであるという特徴を踏まえて、保安係員の選任要件を

緩和する方向で検討してください。発電機の開発・製造工場における施設の区分ごとの保

安係員の兼任についても、事業者の意見も踏まえて検討してください。 

 加えて、本日の議論を踏まえますと、イノベーションが生じているのは可搬式内燃力発

電機に限らず、それ以外の備付け型の発電機等のプラント型の規制が妥当しないと思われ

るものについても、機器の特性を踏まえながら、できる限り可搬式内燃力発電機に準じた

規制の見直しをお願いいたします。 

 なお、本日御依頼した検討事項についてはいつまでに何ができるか、今年度末までにめ

どを示していただくようお願いいたします。必要に応じ、本ワーキングでフォローアップ

をさせていただくことも考えたいと思います。 

 本日は、株式会社小松製作所、デンヨー株式会社、経済産業省の皆様には御説明、質疑

応答に御対応いただきありがとうございました。東京大学先端科学技術センター所長の杉

山正和教授にも改めて御礼を申し上げます。 

 以上で議事は全て終了しましたので、本日のワーキング・グループを終わります。 

 次回の日程等につきましては、事務局から追って御連絡いたします。 

 速記、ユーチューブはここで止めてください。 

   

 


